
議案第21号 

 

三朝町介護保険条例の一部改正について 

 

次のとおり三朝町介護保険条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第96条第１項の規定により、本議会の議決を求める。 

 

  令和８年３月５日 

 

三朝町長 松 浦 弘 幸           

 

 

 

 

 

 

 

三朝町介護保険条例の一部を改正する条例 

 

三朝町介護保険条例（平成12年三朝町条例第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（保険料の減免） （保険料の減免） 

第８条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者

のうち必要があると認められる者に対し、保険料

を減免する。 

第８条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者

のうち必要があると認められる者に対し、保険料

を減免する。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由が

あること。 

 

２ 前項の規定により保険料の減免を受けようとす

る者は、普通徴収の方法により保険料を徴収され

ている者については納期限前７日までに、特別徴

収の方法により保険料を徴収されている者につい

ては特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前

月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請

書に減免を受けようとする理由を証明する書類を

添付して、町長に提出しなければならない。ただ

し、町長が、当該者が同項各号のいずれかに該当

することが明らかであり、かつ、保険料を減免す

る必要があると認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により保険料の減免を受けようとす

る者は、普通徴収の方法により保険料を徴収され

ている者については納期限前７日までに、特別徴

収の方法により保険料を徴収されている者につい

ては特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前

月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請

書に減免を受けようとする理由を証明する書類を

添付して、町長に提出しなければならない。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

３・４ 略 ３・４ 略 

  



附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


